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電子契約が実現すれば、こう変わる





































東京都庁財務局様 東京都庁



自分の前後の同意者は
こちらより確認可能

PDFが複数ある場合は
タブで切り替え ページが複数ある場合

は<>をクリックして
ページ送り可能



















項 当日質問内容 回答

1 確認同意を行う順番について、なぜ当初契約と異なり東京都が先になる
のか。

契約変更事務は、従前から東京都が契約変更の協議を行い、事業者様に
て協議内容の承諾を行うという手順にて進められております。これに準
じて、電子契約でも東京都が確認同意依頼を行い、事業者様が確認同意
を実施する流れとしております。

2 契約変更の場合、最終確認同意者が事業者になるとの事だが、契約変更確定
日は事業者が確認同意した日付という認識でよいか。

ご認識のとおり、契約変更確定日は事業者が確認同意した日付です。

3 契約変更においても、東京都との電子契約は無料か。

東京都との契約では、東京都が契約書を電子送信いたしますので、電子
契約サービス利用における事業者様のご負担はございません。
また、電子契約サービスとの契約やアカウント登録も必須ではございま
せん。

4 タイムスタンプの日が契約日となるのか。また、契約日の遡りは可能
か。

タイムスタンプの日付が契約日です。契約日は遡ることはできません。

5 契約確定日と契約日はイコールと考えてよいか。 ご認識のとおり、契約確定日と契約日は同義です。

6 本件は知事部局に関してのスケジュールとあったが、公営企業局について契約
変更の電子化の見通しはあるか。

現時点ではございません。最新情報は随時ホームページでご連絡します。

7 工期の完了日をシステムで併記する検討はあるか。 現時点ではございません。


